
（１）森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税

森林環境譲与税 ご担当者の皆様へ

平素より、東京の木 多摩産材をはじめ国産木材の利用推進に
ついてご理解及びご協力をいただき誠にありがとうございます。

令和６年は大変ショッキングなスタートになってしまいました。能登半島地震の被害に遭われ
た方々には心からお見舞い申し上げます。今年は十二支では辰年。「辰」に雨冠で「震」となる
のはなんと皮肉なことでしょう。せめて昇り龍のような復興を祈りたい。いよいよ森林環境税の
徴税開始の年、本年もよろしくお願いします。

ということで今月も“Wood Letter ΨMoku推しΨ”vol.46をお届けいたします。ぜひともご参照い
ただき、貴団体内の関係する部署にも転送いただくなどご協力をお願い申し上げます。

：森づくり推進担当一同：

東京都産業労働局農林水産部森林課森づくり推進担当

令和6年1月vol.46Ψ  M o k u 推 し Ψ

ご承知のとおり、令和元年度から、森林
整備を進めるための新たな財源として、森
林環境譲与税が始まり、5年目を過ぎよう
としています。全国の市町村では、譲与税
の活用により、間伐等の森林整備、人材育
成・担い手の確保、木材利用・普及啓発な
どの取組が展開されています。

林野庁では、毎月情報誌「林野-RINYA-」
を発刊しており、その令和５年１２月号で
５ページにわたる特集記事「森林を活かす
しくみ森林環境税・森林環境譲与税」を
掲載しています。

掲載内容としては、①森林環境税と森林
環境譲与税の仕組み ②森林環境譲与税の
取組状況 ③森林環境譲与税の活用額 ④
林野庁による森林環境譲与税の活用促進に
向けた取組 ⑤情報発信・広報などを紹介
しています。

森林環境税の課税は、令和６年６月から
始まることから、納税者の皆様から、新た
な税に対する理解を得ることが喫緊の課題
となっています。区市町村の森林環境譲与
税担当窓口となっている皆様には、ぜひこ
の特集記事をご一読いただき、森林環境
税・森林環境譲与税に関する理解を深め、
住民の関心が益々高まる次年度以降に備え
ていただければと思います。

ちなみに記事の中には、先日の森林環境
譲与税担当者会議のセミナーでご披露いた
だいた江戸川区の学校の内装木質化や新宿
区・千代田区の都市部と山村部の連携の写
真も掲載されています。

【林野庁の掲載ページURL】
ttps://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/0512.html

【特集記事へのリンクURL】
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/attach/pdf/0512-7.pdf

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/attach/pdf/0512-7.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/0512.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/attach/pdf/0512-7.pdf


（２）森林環境譲与税に関する広報活動の展開について
令和６年度からの森林環境税の課税開始を控え、ニュース報道やＳＮＳなどの書き込みなどが増加

し、今後ますます住民の皆様の関心が高まることが想定されます。そのため、森林環境譲与税の趣旨
や効果を十分に理解いただくことが重要となっております。
各区市町村におかれましては①使途公表ホームページの工夫、②広報誌の活用、③独自の広報資材

の作成、④事業箇所や施設・製品等への表示、⑤事業のプレスリリースなどにより、積極的な広報活
動を展開いただきますようお願いいたします。

※ 林 野 庁 作 成 の 森 林 環 境 譲 与 税 の 広 報 取 組 事 例 集 か ら 抜 粋

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouhoutorikumijirei-1.pdf


（３）多摩産材利用促進プロジェクト 令和４年度事例

多摩産材と触れ合う場を創出し、更なる利用拡大を図るため、区市町村によるモデル的な公共施設
整備に対して支援するこの事業は、令和４年度は１４区市町村２２事業に対して実施しました。
（令和５年度は１３区市町村２３事業の予定）今回は八王子市の事例をご紹介します。
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（４）WOODコレクション（モクコレ）2024

去る1月10日・11日にWOODコレクション（モクコレ）2024が、東京ビッグサイトにて開催されまし
た。東京の木多摩産材をはじめ、日本各地の木材製品が集まり、「植える→育てる→伐る→使う」とい
う、森林の循環への寄与を目的に、木材の需要喚起と利用拡大を推進する国産木材の展示商談会で、今
回で8回目の開催を迎えました。
オープニングセレモニーには、小池知事も出席。著名人を講師に迎えたセミナーでは、準備された席

が満席になる盛況。主催者企画のWood Lifestyle ゾーンでは、複数の出展者の製品を組み合わせてモデ
ルルームのように紹介。その中には教育施設コーナーもあり、学習机や床材をはじめとした内装の木質
化を提案。木の魅力を五感で感じられる空間で学ぶことは、集中力や学習意欲の向上などの効果が期待
できます。木の魅力や効果を空間づくりに活かすことは、子どもたちにとって健やかで心地よく、ここ
ろを豊かに育む環境を生み出すことを伝えています。今回来場を逃した方は、ぜひ次回ご来場ください。



中学１年で習う数学で、円柱の体積の求め方は（底面積：半径×半径×円周率）×（高さ）ですね。でも
原木の場合、根っこに近い方の断面（「元口」といいます）よりも先っちょの方の断面（「末口」といい
ます）のほうが小さくなっています。円錐の先端を切ったような形です。そこで日本農林規格（JAS）で
は、原木の材積を計算する際は（「末口」の直径の２乗）×（長さ）で推計しています。
末口２０cm、長さ４mの原木は、0.2m×0.2m×4m＝0.16㎥になります。

「WOOD LETTER Moku推し（ウッドレター モクオシ）令和６年１月vol.46 」

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一庁舎21階中央
東京都産業労働局農林水産部森林課 森づくり推進担当
℡03(5000)7198(直通) 担当:荒川、徳田、本多、中田

森林環境譲与税はもとより、多摩産材の利用等東京の森林・林業に関することにつきましてもお気軽にお問合せください。

（６） MOCTION 企画展示

木材の大消費地である東京での更なる木材利用の拡大に向け、国産木材の魅力を発信する拠点
「MOCTION（モクション）」。一定期間ごとに、全国各地の木材製品の展示が行われています。

Y-000815

１月４日～１月１６日もくチャレ

2/1〜2/27は奈良県の企画展示となります。ご来場をお待ちしています！

“学生に知ってほしい日本の森林・林業・木材利用
の今”をテーマにした学生向けのコンテスト「もく
チャレ第1回家具デザインコンテストwith デジ
ファブ」を開催。見事入賞した作品を展示した。

１月１８日～１月３０日 宮城県

宮城県では、南三陸町と登米市の２つの地域で
FSC認証を取得。展示ではクリ、コナラ、ケヤキ、
ヤマザクラなど広葉樹の落ち着いた色合いの家具
と「南三陸杉」の小物雑貨などが並ぶ。

（５）「森林シューセキ！事例報告会」にて東京都が報告

令和６年１月 23 日（火）、林野庁が浅草橋ヒューリックホー
ルで「森林シューセキ！事例報告会」を開催しました。事例報告
会では、林野庁から情報提供を行った後、①境界明確化部門：
山形県白鷹町、東近江市 ②森林経営管理制度部門：津市、綾
部市、とちぎ環境・みどり推進機構 ③森林環境譲与税・地域
林政アドバイザー部門：東京都、岩手県西和賀町が発表。東京都
は『自治体間連携による森林整備の取組み〜「多摩の森」活性化
プロジェクト〜』について報告しました。

※森林課の電話番号が変わりました。森づくり推進担当にご連絡の際には 03(5000)7198 におかけください。

＊発表資料は林野庁HP「森林経営管理制度（森林経営管理法）について」の3.3森林
シューセキ！事例報告会に掲載されています。以下のURLをご参照ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html 上の画像をクリックすると直接東京都の発表資料を参照できます

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/attach/pdf/sinrinkeieikanriseido-139.pdf

